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　　　  主 な 内 容  　　　

２ 山形県農業委員会大会

２ 市議会議員との農業振興懇談会

3 令和６年度行政視察報告

4 農地中間管理事業についての
お知らせ

5 農業委員会からのお知らせ
6 農業振興のための取り組み

蔵増小学校　稲刈り体験の様子



　

令
和
６
年
１１
月
１５
日
、
市
農
業
委
員
及
び
農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
と
市
議
会
経
済
建
設
常
任

委
員
の
皆
様
で
、先
に
天
童
市
長
へ
提
出
し
た「
令

和
７
年
度
に
向
け
た
天
童
市
農
業
施
策
に
関
す
る

意
見
書
」
の
内
容
に
つ
い
て
懇
談
し
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
の
農
業
に
つ
い
て
の
問
題
点
と
し
て
、
佐

藤
悦
雄
農
業
委
員
会
会
長
か
ら
も
昨
今
の
干
ば
つ
、

高
温
、
水
害
な
ど
の
気
候
変
動
に
耐
え
う
る
農
業

を
考
え
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
や
、
農
業
者
減
少

に
伴
う
耕
作
放
棄
地
の
増
加
等
が
取
り
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。

　

遠
藤
市
議
か
ら
は
、
耕
作
放
棄
地
対
策
と
し
て

粗
放
的
栽
培
可
能
な
ソ
バ
等
の
栽
培
も
考
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
と
の
意
見
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
現
在
耕
作
放
棄
地
の
所
有

者
に
対
し
て
は
強
く
改
善
要
求
を
続
け
て
い
か
な

け
れ
ば
と
の
意
見
も
で
ま
し
た
。

　

農
業
委
員
会
か
ら
要
望
し
て
い
る
親
元
就
農
へ

の
支
援
金
へ
の
質
問
に
関
し
て
は
、
鈴
木
市
議
よ

り
、地
域
に
根
付
く
若
者
の
就
農
は
、地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
参
画
へ
の
期
待
も
あ
り
支
援
は
も
っ
と
も

で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
水
戸
市
議
か
ら
は
ふ
る
さ
と
納
税
の

８０
％
は
農
産
物
で
あ
り
、
こ
れ
に
貢
献
し
て
い
る

農
家
に
市
と
し
て
の
補
助
事
業
を
考
え
て
い
く
取

り
組
み
が
必
要
と
の
意
見
を
い
た
だ
き
、
今
後
の

農
業
委
員
会
の
体
制
強
化
の
必
要
性
も
共
通
認
識

と
さ
れ
ま
し
た
。
天
童
市
の
農
業
の
未
来
に
向
け

た
大
変
有
意
義
な
懇
談
会
と
な
り
ま
し
た
。

�

（
会
長
職
務
代
理
者
　
仲
野
　
真
）

表
彰
を
受
け
た
佐
藤
悦
雄
会
長

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

令
和
６
年
１１
月
１１
日
、
山
形
市
の
や
ま

ぎ
ん
県
民
ホ
ー
ル
で
山
形
県
農
業
委
員
会

大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
県
農
業
会
議

寒
河
江
会
長
の
挨
拶
の
後
、
農
業
委
員
会

活
動
に
尽
力
さ
れ
た
方
々
へ
の
表
彰
が
行

わ
れ
、
長
年
の
地
域
農
業
へ
の
振
興
と
会

長
と
し
て
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
佐
藤
悦

雄
会
長
に
県
農
業
会
議
会
長
表
彰
が
授
与

さ
れ
ま
し
た
。
吉
村
知
事
や
森
田
県
議
会

議
長
等
の
来
賓
祝
辞
の
後
、
記
念
講
演
が

あ
り
ま
し
た
。
本
年
が
山
形
県
農
業
会
議

が
創
立
さ
れ
て
７０
周
年
に
当
た
る
こ
と
か

ら
「
農
業
委
員
会
系
統
組
織
が
歩
ん
だ
７０

年
と
今
後
の
展
望
」
と
題
し
て
、
東
京
大

学
大
学
院
農
学
生
命
科
学
研
究
科
教
授
安

藤
光
義
氏
か
ら
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

戦
後
、
昭
和
２６
年
に
自
作
農
の
創
設
と
農

地
の
交
換
分
合
を
任
務
柱
と
し
た
農
業
委

員
会
が
設
置
さ
れ
、
時
代
や
農
業
情
勢
の

変
化
に
合
わ
せ
て
幾
度
か
の
法
改
正
を
経

て
現
在
の
農
業
委
員
会
制
度
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
し
た
。

　

そ
の
後
、「
朝
日
町
農
業
委
員
会
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
会
長
の

鈴
木
好
一
氏
と
農
地
調
整
係
長
の
安
藤
秀

也
氏
か
ら
活
動
事
例
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

り
ん
ご
と
ワ
イ
ン
の
里
と
し
て
有
名
な
朝

日
町
で
は
、
女
性
農
業
委
員
と
推
進
委
員

の
合
計
割
合
が
３３
・
３
％
で
県
内
１
位
と

の
こ
と
で
す
。

　

地
域
計
画
の
策
定
に
向
け
た
取
り
組
み

の
強
化
、
大
規
模
自
然
災
害
へ
の
対
応
強

化
等
を
求
め
た
大
会
宣
言
を
採
択
し
、
最

後
に
ガ
ン
バ
ロ
ー
三
唱
を
行
っ
て
閉
会
と

な
り
ま
し
た
。

�

（
農
業
委
員
　
今
野
　
滋
）

市議会議員との農業振興懇談会市議会議員との農業振興懇談会

令和６年度山形県農業委員会大会令和６年度山形県農業委員会大会
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令和６年度行政視察報告令和６年度行政視察報告
　１１月１８日から１９日の２日間、米沢市と群馬県高崎市にて行政視察を行いました。
　両市とも、新規就農者への給付金を支給しているとのことで、本市でも実現したく視察しまし
た。生産人口を増やし就農人口へ繋げ農業を魅力ある職業とするための事業を視察することがで
きました。
　新規就農者への補助については、本市でも早急に取り組むべき課題であると再認識しました。
今後行政と協議して、１日も早い実現に向け取り組んで参りたいと思います。
� （運営委員長　三宅藤義）

山形県米沢市農業委員会
　米沢市では、「米沢市農業新規参入促進報奨金制度」と「親
元就農支援交付金」の制度について学んできました。
　「米沢市農業新規参入促進報奨金制度」は当初、新規就農
希望者の研修受入農家に対する謝礼金交付制度だったものを、
新規就農者が就農先として米沢市を選定するきっかけになれ
ばと事業内容が見直され、報奨金制度に移行されたものでした。
　また「親元就農支援交付金」は国の事業による助成金等の対象とならない親元就農者に対
して個別に支援するために創設されました。
　農業従事者数の減少や高齢化が進行している中で、親元就農者は農業生産活動の継続を支
える存在であり、地域コミュニティの維持及び活性化にも大きな役割を果たします。『企業
等に就職すれば周囲から就職祝だと祝ってもらえるものの、農家を継ぐ場合にはそのような
機会も少ないのではないか…。親元就農者を応援する就職祝のような気持ちから制定された
制度です』との担当者の説明が印象的でした。
　天童市においても親元就農者は貴重な存在であります。農業者にとって必要な制度の創設
や見直しは、農業委員会として引き続き要望していく必要があると感じました。
� （農業委員　矢野美佐子）

群馬県高崎市農業委員会
　高崎市は、日本列島のほぼ中央部にあり、東京へ約１００㎞
の地点にあって、全国有数の内陸交通の拠点性を有し、太平
洋と日本海を結ぶ都市として拠点性は飛躍的に向上してい
ます。面積４５９㎢、人口３６万９千人、予算規模（歳出総額）
１，７２７億円です。
　農業は、恵まれた気象条件と肥沃な農地により、米、麦、
野菜、果樹、畜産を基幹とした複合経営が主力です。農産物としては、梅、梨や桃、トマト、
チンゲン菜、ホウレン草などが有名です。
　農業者の高齢化が進む中、後継者不足は深刻な問題であり、農業や農地を維持していくた
めには、新規就農者の確保が重要な課題となっています。
　そこで、新規就農のチャンスを増やし、意欲を持って安定した就農ができるよう、令和４
年度に新規就農者向けの市独自の給付金「かがやけ新規就農者応援給付金」を創設しました。
国の事業との住み分けを図り、給付金は、使途に制限はなく、また、給付は１経営体につき
１回限り、対象者の年齢制限もありません。さらに、申請も簡易になっているのが特徴です。
支給対象者の概要として、新規就農者応援コースは１００万円、就農準備生応援コースとして、
親元就農者、農業研修生、雇用就農者は、それぞれ５０万円で、予算規模は２，０００万円です。
　天童市として、独自の給付金の創設を考えた時、参考になる視察研修でした。
� （農業委員　須藤隆司）
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農地の貸借・売買の仕組みが変わりました

１　賃貸借権

農地法第３条 農地中間管理機構が行う
農地中間管理事業

対象者
借人 すべての方

（非農家の場合審査あり）
原則、地域計画において農業を担う者に位置付
けられている農業者

貸人 農地の所有者 農地の所有者
権 利 期 間 解約の申出がない限り自動更新 原則１０年以上　契約期間満了で終了

申 請 時 期 田については原則農閑期　
畑は制限なし 随時（利用権の設定時期は７月～９月を除く毎月）

手 数 料 なし 貸人・借人双方から、年間賃料の０．７５％を徴収

２　所有権

農地法第３条 農地中間管理機構が行う特例事業

対 象 者
［ 買 受 人 ］

すべての方
（非農家の場合審査あり）

○��原則、地域計画において農業を担う者に位置
付けられている農業者
○��認定農業者、認定就農者、基本構想水準到達
農業者、特定農業法人のいずれかであること
○��農地取得後の経営面積が基準面積（１．０８ha）
を超えること
○��新たに買い入れる農用地等と現在の経営地を併
せ、おおむね１ha以上の団地を形成すること

対 象 地 現況が農地である土地 農用地区域内の農用地等

売買価格の算定
土地の種類及び農業上の利用目的ごとに、それ
ぞれ近傍類似の農用地等の価格からみて適当で
あると判断されること

譲渡所得税
［ 売 渡 人 ］

譲渡価格の２０％（所得税１５％・
住民税５％）
※��農業委員会によるあっせん等
を経て譲渡した場合、８００万
円の特別控除あり

譲渡所得税の特別控除（８００万円）あり
※買入協議の場合は１，５００万円の特別控除

所有権移転登記 司法書士等へ依頼 農地中間管理機構による嘱託登記
登録免許税の軽減
［ 買 受 人 ］

固定資産税評価額の１．５％　
※Ｒ８．３．３１まで 固定資産税評価額の１％　※Ｒ８．３．３１まで

不動産取得税の軽減
［ 買 受 人 ］

固定資産税評価額×税率（３％）
※Ｒ９．３．３１まで

固定資産税評価額×２／３×税率（３％）
※Ｒ７．３．３１まで（２年延長見込み）

手 数 料 なし 売渡人から売買価格の２．０％
（買入協議の場合は２．５％）を徴収

　農業経営基盤強化促進法の改正により、「農用地利用集積計画」に基づく相対の利用権設定及び所有
権の移転は２月２５日をもって受付を終了しました。２月２６日からは、農地中間管理機構を経由した農地
中間管理事業等または、農地法３条に基づき農業委員会の許可を受ける手法のいずれかをご案内してい
ます。なお、すでに設定された利用権は、契約期間満了日まで有効です。

　これまで中間管理事業に関する手続きは市 農林課でご案内していましたが、制度改正に伴い、令和
７年度からは農業委員会事務局が窓口となります。ご不明な点がございましたら、農業委員会事務局ま
でお問い合わせください。
　農地中間管理事業の詳細については、やまがた農業支援センターまでお問い合わせください。

天童市農業委員会事務局　電話番号 ０２３－６５４－１１１１　内線番号 ２３１・２３２・２３３
公益財団法人やまがた農業支援センター　電話番号 ０２３－６３１－０６９７
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ストップ違反転用！ストップ違反転用！

①　工事その他の行為の停止等を書面で是正勧告
　　↓勧告に従わない場合
②　原状回復命令・許可の取り消し等（農地法第５１条第１項）
③　行政代執行（農地法第５１条第３項）

罰則 ３年以下の懲役又は３００万円（法人の場合１億円）以下の罰金（農地法第６４条・第６７条）

○農地転用とは
　「農地を農地以外のもの」にすることをいいます。
　　例：住宅地、工場用地、駐車場、資材置場、一時的な残土置場など
○違反転用行為とは
　・許可を受けないで農地を転用すること　・許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと
　・転用許可に付した条件に違反すること　・違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと
　・虚偽等の不正な手段による許可を受けること
○違反転用行為を行うと
　許可なく転用行為をした場合は、農地法に違反することとなり、原状回復命令や罰則の適用があります。

○農地を転用する計画がある場合は
　農地の場所や用途等によって、許可の要件が異なります。
　あらかじめ農業委員会事務局にご相談ください。

～老後の備えは国民年金＋農業者年金で安心～農業者年金に加入しませんか。農業者年金に加入しませんか。

■農業者なら誰でも入れる「終身年金」です
■一定の要件を満たす方には、月額最大１万円の保険料補助
■加入で大きな節税効果！保険料は全額社会保険料控除の対象
※農業者年金の加入には「国民年金の第１号被保険者であること」「年間６０日以上農業に従事して
いること」「２０歳以上６０歳未満であること」の３つの要件を満たしている必要があります。

詳しくは農業者年金基金のホームページをご覧ください。https://www.nounen.go.jp

全国農業新聞を購読しましょう！
　全国農業新聞は、農業者の公的代表機関である農業委員会系統組織が農業者の立場に立って
編集・発行している「農家のための情報誌」です。地方版で身近なニュースもお伝えしています。

●購読料　月額７００円（税込）
●発行所　全国農業会議所　　　●発行日　毎週金曜日
●申込み　天童市農業委員会事務局（市役所２階）
　　　　　☎６５４－１１１１　内線２３３
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農
業
生
産
資
材
の
高
騰
や
気
候
変
動
で

農
業
収
入
は
減
少
す
る
一
方
、
社
会
の
超

高
齢
化
が
進
み
現
状
の
生
産
者
は
７０
歳
代

が
主
体
で
、
農
地
の
維
持
が
今
後
ま
す
ま

す
心
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
農
地
の
集

積
、
優
良
農
地
の
保
全
が
急
務
で
あ
る
と

と
も
に
、
持
続
可
能
な
力
強
い
農
業
の
構

築
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

米
や
野
菜
の
価
格
高
騰
が
日
々
報
道
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
カ
ッ
プ
麺
一
個
約
１
８

０
円
に
対
し
て
、
茶
碗
一
杯
の
ご
飯
は
約

４０
円
と
、
米
は
今
も
家
計
の
味
方
で
す
。

日
本
人
と
し
て
、
食
卓
に
お
に
ぎ
り
と
味

噌
汁
は
欠
か
せ
な
い
と
感
じ
ま
す
。

　

四
季
の
田
園
を
眺
め
て
暮
ら
す
身
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。
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農地のお困りごとは、農業委員会へご相談ください！

農業振興のための取り組み農業振興のための取り組み

市立蔵増小学校

市立高擶小学校

米づくり体験

ラ・フランス収穫体験

　市内各小学校では、農業体験学習に取り組んでいます。活動の様子をご紹介します。

　この他、市立南部小学校では、地元農業者によるラ・フランスについての学習会が行わ
れました。また、市立山口小学校では、米づくり体験授業として田植えや稲刈り、脱穀の
体験が行われました。

田植えや稲刈りから販売まで行いました。

収穫し、予冷後、それぞれ
持ち帰って味わいました。
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